
 
  

 
 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
□ 

 

第
二
編
中
第
十
四
章
を
第
十
六
章
と
し
□
第
十
三
章
を
第
十
五
章
と
し
□
第
十
二
章
を
第
十
三
章
と
し
□
同
章
の
次
に
一
章

を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
五
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

４ 

各
大
臣
は
□
第
一
項
の
指
示
を
し
た
と
き
は
□
そ
の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
国
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
□ 


